
仕　　様　　書

令和　７年　４月

岡山市環境局環境部環境保全課

三谷川周辺における水質測定業務委託
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第 １ 章  一 般 事 項

第 １ 節  総  則

１．１．１ （適用範囲）

  本仕様書は基本的内容について定めるものであり、本仕様書に明記されていない事項

でも、当然必要と思われるものについては、本市監督員（以下「監督員」という。）と

協議のうえ、受託者の責任において誠実に履行すること。

１．１．２ （疑義）

  本仕様書及び図面等に明示のない場合又は疑いを生じた場合は、監督員と協議するこ

と。

１．１．３ （損傷部補修）

　本業務履行に際し、建造物機器等を損傷しないよう十分注意すること。万一損傷した

場合は、監督員の指示に従い､同等以上の資材をもって速やかに現状復旧を図ること。

　なお、復旧に要する費用は本市の責めに帰する場合を除き、すべて受託者の負担とす

る。

１．１．４ （秘密の厳守）

　業務上知り得た事項については、いかなる場合においても漏洩しないこと。

１．１．５ （提出書類）

　提出する書類の大きさは、すべてＡ４判にて編集すること。

第 ２ 節  現場管理

１．２．１ （現場管理）

　業務責任者は、委託業務履行の場所に常駐し、行程及び現場管理等を適切に行うこと。

　また、業務履行については、監督員と事前に打合せ等を行い履行すること。

１．２．２ （災害防止等）

　本委託履行に当たっては、試料採取作業に従事する者の安全災害防止対策に万全を期

するほか、労働基準法、労働安全衛生法等の保安法令に違反することのないよう、特に

留意して履行すること。

１．２．３ （緊急時の処置）

　事故又は災害が発生した場合は、速やかに適切な処置をとり、直ちにその経緯を監督

員に報告すること。

１．２．４ （あと片付け）

　履行完了に際しては、当該委託に関連する部分のあと片付けを行うこと。
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第 ２ 章  特 記 事 項

第 １ 節  概　要

２．１．１ （委託業務概要）

　有機フッ素化合物であるペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロ

オクタン酸（PFOA）の暫定指針値の超過が確認された三谷川周辺において、令和７年３

月の岡山市公害対策審議会の意見を踏まえた地点及び頻度で、国の手引きに従い継続的

な監視調査を実施するものである。

２．１．２ （委託業務内容）

　本委託業務の内容は次のとおりとする。

(1) 試料採取地点、検体数及び分析項目

　　試料採取地点及び検体数等は表１のとおりとする。分析項目はPFOS及びPFOAとする。

　なお、測定分析にあたっては、人員、機器等全て受託者によるものとする。

  するものをいう。）表１　試料採取地点、検体数及び試料採取者

  するものをいう。）

地点① 向田橋

地点② 谷池

地点③ 鳴川下流

地点④ 高津下池

地点⑤ 石原川中流

地点⑥ 砂防ダム

地点⑦ ゴケ谷川下流

地点⑧ 間瀬川下流

地点⑨ 間瀬上池

地点⑩ 井谷池

地点⑪

地点⑫～⑱

(2) 試料採取

　ア  公共用水域（河川水・池水）

　　　人員、機器等全て受託者によるものとする。地点⑥の道中に必要な手道具等につ

　　いても事前に確認しておくこと。なお、初回の試料採取時または事前に、試料採取

　　地点までの案内を必要に応じて委託者に求めることができることとする。

　イ  地下水（民間井戸水）

　　　委託者が試料採取を行い、検体は監督員が指定した場所で、受託者に引渡すもの
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地点番号 地点名

試料採取地点

緯度・経度

34°46'49.3"N 133°55'23.7"E

34°45'42.6"N 133°54'08.1"E

34°45'46.9"N 133°54'48.8"E

－
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34°47'23.3"N 133°55'20.9"E

34°46'51.3"N 133°55'20.3"E

34°46'52.3"N 133°54'27.2"E

34°46'43.7"N 133°54'52.5"E

34°46'40.4"N 133°54'44.1"E

34°46'38.4"N 133°54'53.5"E

34°46'37.8"N 133°54'11.2"E



　とする。ただし、試料採取器具、容器等は全て受託者が準備するものとし、試料採取

　予定日の前日までに岡山市環境局環境保全課（北区大供一丁目２番３号　岡山市役所

　分庁舎６階）へ持ち込むものとする。なお、容器には、地点番号（地点⑪～⑱）をあ

　らかじめ記入しておくこと。

(3) 試料採取日時等

　　採水時期は、地点①～⑩が５月、８月、11月及び２月、地点⑪が８月及び11月また

　は２月、地点⑫～⑱が５月、８月及び11月または２月とし、原則全ての地点を同一の

　日に採取するが、詳細な日時については、監督員と事前に打合せを行い、監督員の指

　示に従い実施すること。公共用水域の試料採取前又は試料採取中に天災等の不測の事

　態が発生し、試料採取作業を中止せざるを得ない場合、改めて別の日時に試料採取を

　実施すること。この場合の試料採取日時については、監督員と協議して決定するもの

　とする。

(4) 土地への立ち入り

　　本委託業務履行に当たり、受託者が、国有地、公有地または私有地に立ち入る際は、

　監督員と十分な協議を行うこと。また、植物伐採、かき、さく等の除去または土地若

　しくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ、監督員に報告するものとし、監督

　員の指示をもって所有者の承諾を得ること。

(5) 測定方法及び報告下限値

　　水質汚濁防止法第16条に基づき岡山県が定めた「令和７年度公共用水域及び地下水

　の水質測定計画」中 「別表４ 測定方法及び報告下限値（公共用水域）」のとおりと

　する。ただし、PFOS及びPFOAの合計値に加え、PFOS、PFOS（直鎖体）、PFOA、PFOA

　（直鎖体）、各測定値についても報告すること。

　　【参 照】 令和７年度 公共用水域及び地下水の水質測定計画

　    　 　（岡山県環境文化部環境管理課HP）

　　   　　　　http://www.pref.okayama.jp/page/detail-28503.html

(6）精度管理

    「環境測定分析を外部に委託する場合における精度管理に関するマニュアル」（平

　成22年7月 環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室）に準拠するため、必要な書

　面の提出等を求めることがあるので、特に留意すること。

(7) 調査結果の報告

　　調査結果は速やかに報告すること。また、分析中に異常値等を確認した場合は、た

　だちに監督員にその旨を報告すること。

２．１．３　（提出書類）

　　本委託業務に関する提出書類は下記のとおりとする。ただし、契約に関する書類は

　別とする。なお、調査結果の速報値を電子データで速やかに報告すること。
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(1) 着手前に提出する書類

　 ア  業務責任者届　　　　１部

  　　 受託者は業務責任者を定め書面により提出しなければならない。

 　　ただし、委託者が不適当と認めた場合は改めて選任すること。

　 イ  委託作業表　　　　　１部

　 ウ  委託業務着手届　　　１部

(2) 委託期間中に提出する書類

　 ア 委託写真帳　 　　　　１部

      地点①～⑩の試料採取の状況について撮影し、地点ごとに整理すること。な

　　お、撮影に際しては委託用塗版にて表示すること。

　 イ 委託報告書　　　 　　１部

 　 (ｱ) 濃度計量証明書

　　　　試料採取日から３週間以内に濃度計量証明書を提出すること。なお、分析

　　結果によらず、委託者へ速報値を報告すること。

    (ｲ) 測定結果報告書

　　　　別紙１～３の報告様式に必要事項を入力し、電子データのみ提出すること。

　　　なお、電子データ（様式）は委託者から受託者へ提供する。

  　(ｳ) 試料採取地点位置図

  　(ｴ) 試料採取記録表

(3) 完了後に提出する書類

   　 委託業務完了通知書　 １部

(4) その他監督員の指示したもの

２．１．４ （成果品の契約不適合責任）

(1) 全ての成果品について、納品の後、委託期間中に受託者の責による不備が発見

  された場合は、委託者の指示に従い必要な処理（関連する項目の再検査及び不良

　箇所の修正）を受託者の負担において行うこと。

(2) 委託期間終了後２年を保証期間とし、保証期間内に品質基準を満たしていない

  ことが判明した場合は、委託者の指示に基づき受託者の責任において関連する項

　目を再検査し、不良箇所を修正すること。

２．１．５ （注意事項）

(1) 受託者は、契約締結後速やかに監督員と詳細な打合せを行うこと。

(2) 監督員は、受託者の行う業務がこの仕様に適合しないと認めた場合、受託者に

　対し、適合するように指示することができる。

(3) 本委託実施に係る現場管理上の事故については、全て受託者の責任とする。

(4) 本委託業務は、全て受託者が原則実施すること。
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国土地理院地図を加工して作成
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委託業務名 三谷川周辺における水質測定業務委託

図 面 名 試料採取地点位置図

図 面 番 号 1 1 縮 尺 S=FREE 令和 7年 4月
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別紙１

令和7年度

暫定指針値

5 月 8月 11月 2月 PFOS及びPFOAの合算値

地点① 向田橋

地点② 谷池

地点③ 鳴川下流

地点④ 高津下池

地点⑤ 石原川中流

地点⑥ 砂防ダム

地点⑦ ゴケ谷川下流

地点⑧ 間瀬川下流

地点⑨ 間瀬上池

地点⑩ 井谷池

地点⑪ ―

地点⑫ ―

地点⑬ ―

地点⑭ ―

地点⑮ ―

地点⑯ ―

地点⑰ ―

地点⑱ ―

表中単位：ng/L

河川・池

50

三谷川周辺における継続監視調査結果一覧表

区分 試料採取番号 試料採取地点名
試料採取月

地下水



別紙２

令和7年度

区分 地点番号 地点名 採取年月日 採取時刻 天候 気温 水温 PFOS及びPFOA PFOS PFOS
（直鎖体）

PFOA PFOA
（直鎖体）

地点① 向田橋

地点② 谷池

地点③ 鳴川下流

地点④ 高津下池

地点⑤ 石原川中流

地点⑥ 砂防ダム

地点⑦ ゴケ谷川下流

地点⑧ 間瀬川下流

地点⑨ 間瀬上池

地点⑩ 井谷池

地点⑪ ―

地点⑫ ―

地点⑬ ―

地点⑭ ―

地点⑮ ―

地点⑯ ―

地点⑰ ―

地点⑱ ―

表中単位：ng/L

地
下
水

測 定 結 果 一 覧 表

試料採取地点 現地測定項目 分析項目

河
川
水
・
池
水



【別紙３－①】環境省報告様式（公共用水域水質）

検出下限 定量下限 分析方法 備考 コメント 測定値 コメント 測定値 コメント 測定値 コメント 測定値 コメント 測定値

年度

都道府県コード

水域コード

地点コード

調査主体コード

採水機関コード

分析機関コード

採取年

採取月日

採取時分

調査区分

採取位置コード

採取水深

1103 天候コード

1111 流況コード

1112 臭気コード

1113 色相コード

1104 気温

1105 水温

1106 流量

1109 全水深

1114 透明度

1201 pH

1202 DO

1203 BOD

1204 COD

1205 SS

1207 n-ヘキサン抽出物質_油分等

1208 全窒素

1209 全燐

1211 大腸菌数

1301 カドミウム

1302 全シアン

1304 鉛

1305 六価クロム

1306 砒素

1307 総水銀

1308 アルキル水銀

1309 ＰＣＢ

1310 ジクロロメタン

1311 四塩化炭素

1312 1,2-ジクロロエタン

1313 1,1-ジクロロエチレン

1314 シス-1,2-ジクロロエチレン

1315 1,1,1-トリクロロエタン

1316 1,1,2-トリクロロエタン

1317 トリクロロエチレン

1318 テトラクロロエチレン

1319 1,3-ジクロロプロペン

1320 チウラム

1321 シマジン

1322 チオベンカルブ

1323 ベンゼン

1324 セレン

1513 硝酸性窒素

1512 亜硝酸性窒素

1821 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

1407 ふっ素

1326 ほう素

1651 トリハロメタン生成能

1652 クロロホルム生成能

1653 ブロモジクロロメタン生成能

1654 ジブロモクロロメタン生成能

1655 ブロモホルム生成能

1801 クロロホルム

1802 トランス-1,2-ジクロロエチレン

1803 1,2-ジクロロプロパン

1804 p-ジクロロベンゼン

1805 イソキサチオン

1806 ダイアジノン

1807 フェニトロチオン

1808 イソプロチオラン

1809 オキシン銅

1810 クロロタロニル

1811 プロピザミド

1501 EPN

1812 ジクロルボス

1813 フェノブカルブ

1814 イプロベンホス

1815 クロルニトロフェン

1816 トルエン

1817 キシレン

1818 フタル酸ジエチルヘキシル

1625 ニッケル

1820 モリブデン

1624 アンチモン

1822 塩化ビニルモノマー

1823 エピクロロヒドリン

1824 1,4-ジオキサン

1825 全マンガン

1826 ウラン

1401 フェノール類

1402 銅

1403 亜鉛

1404 鉄_溶解性

1405 マンガン_溶解性

1406 クロム

1901 全亜鉛

1622 クロロホルム

1902 フェノール

1903 ホルムアルデヒド

1904 ノニルフェノール

1905 ノニルフェノール異性体No.01

1906 ノニルフェノール異性体No.02

1907 ノニルフェノール異性体No.03

1908 ノニルフェノール異性体No.04

1909 ノニルフェノール異性体No.05

1910 ノニルフェノール異性体No.06

1911 ノニルフェノール異性体No.07

1912 ノニルフェノール異性体No.08

1913 ノニルフェノール異性体No.09

1914 ノニルフェノール異性体No.10

1915 ノニルフェノール異性体No.11

1916 ノニルフェノール異性体No.12

1917 ノニルフェノール異性体No.13

1940 LAS

1941 C10-LAS

1942 C11-LAS

1943 C12-LAS

1944 C13-LAS

1945 C14-LAS

1970 ４-ｔ-オクチルフェノール

1971 アニリン

1972 ２，４-ジクロロフェノール

1001 その他項目1

1002 その他項目2

1003 その他項目3

1004 その他項目4

1005 その他項目5

1006 その他項目6

1007 その他項目7

1008 その他項目8

1009 その他項目9

1010 その他項目10

1011 その他項目11

1012 その他項目12

1013 その他項目13

1014 その他項目14

1015 その他項目15

1016 その他項目16

1017 その他項目17

1018 その他項目18

1019 その他項目19

1020 その他項目20

1021 その他項目21

1022 その他項目22

1023 その他項目23

1024 その他項目24

1025 その他項目25

1026 その他項目26

1027 その他項目27

1028 その他項目28

1029 その他項目29

1030 その他項目30

1031 その他項目31

1032 その他項目32

1033 その他項目33

1034 その他項目34

1035 その他項目35

1036 その他項目36

1037 その他項目37

1038 その他項目38

1039 その他項目39

1040 その他項目40

1210 底層溶存酸素量

1827 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)

1828 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体）

1829 ペルフルオロオクタン酸（PFOA)

1830 ペルフルオロオクタン酸（PFOA)(直鎖体)

1831 PFOS及びPFOAの合算値

測定データ 測定データ
項目コード 項目名

精度情報 測定データ 測定データ 測定データ

PFOS及びPFOAについて
毎月の報告は「ng/L」で提出すること。
年度末の報告は「mg/L」で提出すること。



【別紙３－②】環境省報告様式（地下水水質）

検出下限 定量下限 分析方法 備考 コメント 測定値 コメント 測定値 コメント 測定値 コメント 測定値 コメント 測定値

年度

都道府県コード

市区町村コード

地区番号

井戸番号

調査実施主体コード

採水機関コード

分析機関コード

採取年

採取月日

調査区分

措置1コード

 措置2コード

1301 カドミウム

1302 全シアン

1304 鉛

1305 六価クロム

1306 砒素

1307 総水銀

1308 アルキル水銀

1309 ＰＣＢ

1310 ジクロロメタン

1311 四塩化炭素

1822 塩化ビニルモノマー

1312 1,2-ジクロロエタン

1313 1,1-ジクロロエチレン

1314 シス-1,2-ジクロロエチレン

1802 トランス-1,2-ジクロロエチレン

1325 1,2-ジクロロエチレン

1315 1,1,1-トリクロロエタン

1316 1,1,2-トリクロロエタン

1317 トリクロロエチレン

1318 テトラクロロエチレン

1319 1,3-ジクロロプロペン

1320 チウラム

1321 シマジン

1322 チオベンカルブ

1323 ベンゼン

1324 セレン

1513 硝酸性窒素

1512 亜硝酸性窒素

1821 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

1407 ふっ素

1326 ほう素

1824 1,4-ジオキサン

1801 クロロホルム

1803 1,2-ジクロロプロパン

1804 p-ジクロロベンゼン

1805 イソキサチオン

1806 ダイアジノン

1807 フェニトロチオン

1808 イソプロチオラン

1809 オキシン銅

1810 クロロタロニル

1811 プロピザミド

1501 EPN

1812 ジクロルボス

1813 フェノブカルブ

1814 イプロベンホス

1815 クロルニトロフェン

1816 トルエン

1817 キシレン

1818 フタル酸ジエチルヘキシル

1625 ニッケル

1820 モリブデン

1624 アンチモン

1823 エピクロロヒドリン

1825 全マンガン

1826 ウラン

1001 その他項目1

1002 その他項目2

1003 その他項目3

1004 その他項目4

1005 その他項目5

1006 その他項目6

1007 その他項目7

1008 その他項目8

1009 その他項目9

1010 その他項目10

1011 その他項目11

1012 その他項目12

1013 その他項目13

1014 その他項目14

1015 その他項目15

1016 その他項目16

1017 その他項目17

1018 その他項目18

1019 その他項目19

1020 その他項目20

1021 その他項目21

1022 その他項目22

1023 その他項目23

1024 その他項目24

1025 その他項目25

1026 その他項目26

1027 その他項目27

1028 その他項目28

1029 その他項目29

1030 その他項目30

1031 その他項目31

1032 その他項目32

1033 その他項目33

1034 その他項目34

1035 その他項目35

1036 その他項目36

1037 その他項目37

1038 その他項目38

1039 その他項目39

1040 その他項目40

1827 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)

1828 ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS)(直鎖体）

1829 ペルフルオロオクタン酸（PFOA)

1830 ペルフルオロオクタン酸（PFOA)(直鎖体)

1831 PFOS及びPFOAの合算値

測定データ 測定データ
項目コード 項目名

精度情報 測定データ 測定データ 測定データ

PFOS及びPFOAについて
毎月の報告は「ng/L」で提出すること。
年度末の報告は「mg/L」で提出すること。


